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日本藻類皐合合JlIJ

(総則)

第 1j旗本令は日本誠実i't準令と羽11する。

第 2降 水令は若草当性の逝歩普及を阻IV，併せて令員相互の連絡lliLに親l也をlQlることを

目的とする。

第 3fi糸本合は1狗僚の目的を主主:するために，次の253震を行う。

1. 車~:*の日目官il (年 11珂)

。 若草~Jlに附する研究令，訟判令，採集令;\';，の開催

3. 定期刊行物の後刊

4. その他的俸の目的を主主するために必要な事業

第 4総本令の事務所は令長のもとにお〈 。

費~ 5 j!条本令の司E来年度ーは 4月111に始まれ翌年 3月31l:iに終る。

(曾員)

第 6jl条令只は次の 3秘とする。
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]. J，"!，'通合且(務郊に闘，むをもち，本令のJ臨旨に賛同する個人叉は|羽f本で，役員令

の*~忍するもの)

2.. 名@令11.(務~~の~迭にTI献がるり，本舎の趣旨に賛同する個人で，役員舎の

推隠するもの)

3. 特別令只(本合の趣旨に賛同し，木令の設展に綜に寄興した個人叉r.t図体で，

役只'f'Iのm~践するもの)

第7f!条ヌjI:.'f'Iに入令するには，住所，氏名(図体名)職業を記入した入令川I込舎を令

J主に差l.Uすものとする。

第s係合只は毎年令'E(300闘を前納するものとする 。但し名穆令只及び物別合員は

合授を袈しない。

(役 員)

第 9総本令に次の役.n.をお〈 。

令長 一名 (任mJは2ヶ年とする)

幹事 若干名 11l:WJは2ヶ年とする)

令長は総令に於て令只*よりとれを滋:11する。幹事は令長が令只巾よりとれを指

名する。

(刊行物)

第10総 本令は定期刊行物「務妨」を年3問刊行し，令長に無料で頑耳目する。

附則

との令RIJ は IJ問日 ~S &1'-10月11日から施行する。


